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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

教育委員会事務局　学校教育課 

 
許認可等の内容 就学援助費の交付の決定

 
根拠法令等及び条項 栃木市就学援助費交付規則第５条

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 未設定

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間 　日

 

審

査

基

準

根拠条項 栃木市就学援助費交付規則第２条

 
参考事項 栃木市就学援助事務取扱要領第７

 
設定等年月日

平成２７年　３月２３日設定 

令和　７年　４月　１日最終変更（要領）

 【　基　準　】

 栃木市就学援助費交付規則抜粋 

（交付の対象者） 

第２条　援助費の交付の対象となる者は、児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各

号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の自治体で同種の援助を受けている

者又は援助を受けることができる者は除くものとする。 

(1)　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要保護者（以

下「要保護者」という。） 

(2)　栃木市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が別に定める認定基準に基づき、

要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者（以下「準要保護者」という。） 

 

栃木市就学援助事務取扱要領抜粋 

（準要保護者の認定基準） 

第７　規則第２条第２号に規定する準要保護者の認定基準は、次に掲げる基準とする。 

(1)　当該年度において次のいずれかの措置を受けた者 

ア　生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 

イ  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９５条の規定による市町村民税の非

課税 

ウ  地方税法第３２３条の規定による市町村民税の減免 

エ  地方税法第３６７条の規定による固定資産税の減免 

オ  国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）第８９条及び第９０条の規定による国

民年金保険料の減免 

カ  地方税法第７１７条の規定による国民健康保険税の減免 

キ  児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４条の規定による児童扶養手当
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 の交付 

ク  生活福祉資金貸付制度に基づく貸付 

ケ  地方税法第７２条の６２の規定による個人事業税の減免 

(2)　前号に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する児童生徒等の保護者 

ア　同一の生計を営む世帯全員の前年の総所得が、生活保護法で定めた基準を基に、

以下の算式により算定した額以下である者 

　　　 (生活扶助(Ⅰ類、Ⅱ類)＋教育扶助＋住宅扶助)×１２月×１．３倍 

イ　その他教育委員会が必要と認める者 

 


